
▼
西
澤
議
員
は
、
５
日
、
町
長
選
挙
の
説
明
会
に
あ
た
っ
て
、「
現

時
点
で
は
検
討
半
ば
」
と
し
な
が
ら
、
日
本
共
産
党
の
態
度
を
マ

ス
コ
ミ
に
発
表
し
ま
し
た
。
一
部
表
現
を
補
充
し
て
い
ま
す
。
全

文
は
「
の
ぶ
あ
き
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

町
長
選
挙
を
目
前
に 

ひ
か
え
て
（
補
充
版
） 

【
要
約
文
】 

一
、
山
本
町
長
の
「
６
選
出
馬
せ
ず
」
は
『
せ
せ
ら
ぎ
遊
園
の
ま

ち
づ
く
り
』
構
想
の
破
綻
・
終
焉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
退
陣
表
明
で
も
後
継
者
を
推
す
こ
と

が
で
き
ず
、「
せ
せ
ら
ぎ
遊
園
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
し
、

山
本
氏
を
擁
立
し
て
き
た
「
本
流
」
陣
営
か
ら
、
未
だ
に
正
式

に
名
乗
り
が
無
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

ゆ
が
ん
だ
同
和
特
別
対
策
に
固
執
し
な
が
ら
、
盗
水
、
町

有
地
の
不
法
占
有
放
置
・
容
認
を
は
じ
め
、
制
度
・
財
政
・

人
事
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
解
決
の
見
通
し
が
つ
か
な
く
な
っ
て

き
た
証
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 ゆ
が
み
の
根
源 

キ
ッ
パ
リ
克
服
を 

二
、甲
良
町
政
の
中
心
的
課
題
は「
同
和
特
別
対
策
事
業
最
優
先
」

の
ゆ
が
み
を
キ
ッ
パ
リ
と
克
服
し
、
公
平
・
公
正
で
、
人
間
を

大
切
に
す
る
諸
事
業
（
子
育
て
支
援
、
介
護
・
福
祉
・
教
育
・

く
ら
し
支
援
、
農
業
振
興
、
中
小
商
工
業
支
援
な
ど
）
を
中
心

に
据
え
る
事
が
重
要
だ
と
考
え
る
。 

三
、
市
・
町
合
併
に
つ
い
て
は
「
住
民
が
主
人
公
」
を
実
行
し
、

住
民
投
票
で
決
定
す
る
こ
と
が
一
番
賢
明
な
方
針
だ
と
考
え

る
。 

四
、
候
補
者
選
び
に
お
い
て
は
、
町
民
の
期
待
に
応
え
、
誠
実
で

清
潔
、
公
正
・
公
平
を
旨
と
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
、

前
記
の
基
本
的
政
策
を
誠
実
に
実
行
さ
れ
る
候
補
を
検
討
し
、

「
共
同
」「
推
薦
」「
支
持
」
な
ど
い
ず
れ
か
の
形
態
が
成
立
す

る
よ
う
誠
実
に
努
力
を
続
け
る
。 

▼
日
本
共
産
党
は
次
の

見
解
を
発
表
し
ま
し
た
。

  

 

９
月
議
会
に
お
け
る
西
澤
議
員
の
一
般
質
問

（
９
月
16
日
）
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

西
澤
議
員
の
見
解
・
活
動
の
一
部
を
お
伝
え
し
、

目
前
に
迫
っ
た
町
政
を
め
ぐ
る
政
治
戦
の
意
義

を
ご
い
っ
し
ょ
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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医
療
費
無
料
化
制
度
の
拡
充
を 

 

西
澤
議
員
は
９
月
議
会
で
、
医
療
費
無
料
化
制
度

の
拡
充
を
求
め
、
次
の
よ
う
に
た
だ
し
ま
し
た
。 

医
療
費
無
料
化
制
度
の
拡
充
は
、
県
下
で
も
、
ま

た
全
国
で
も
ず
い
ぶ
ん
広
が
っ
た
。
安
心
し
て
生
み

育
て
ら
れ
る
経
済
的
環
境
づ
く
り
の
重
要
な
柱
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
人
が
困
っ
た
と
き
自
冶
体
が
し

っ
か
り
応
援
す
る
、
し
か
も
、
子
育
て
ま
っ
さ
か
り

（
の
世
代
）
を
応
援
す
る
と
い
う
重
点
の
柱
を
立
て

る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
。 

住
民
課
長
は
、「
議
員
指
摘
の
通
り
だ
と
思
う
」
と

し
な
が
ら
、
財
政
が
厳
し
い
事
を
理
由
に
、
昨
年
６

月
議
会
で
提
案
・
可
決
し
た
乳
幼
児
マ
ル
福
制
度
の

条
例
改
正
一
部
負
担
の
範
囲
を
超
え
な
い
方
針
を
示

し
ま
し
た
。
去
年
、
県
が
対
象
年
齢
を
一
歳
拡
大
し

た
反
面
、
一
部
負
担
導
入
を
追
認
し
た
も
の
に
な
り

ま
し
た
。 

西
澤
議
員
は
、
２
歳
ま
で
完
全
無
料
だ
っ
た
も
の

が
５
百
円
、
入
院
千
円
の
負
担
に
改
悪
さ
れ
た
が
、

国
の
怠
慢
に
地
方
が
抵
抗
し
、
実
際
の
子
育
て
世
代

の
支
援
を
財
政
の
余
裕
が
あ
れ
ば
実
施
す
る
と
言
う

の
で
は
な
く
、
医
療
費
無
料
化
の
拡
充
を
重
点
と
す

る
予
算
と
す
る
べ
き
と
、
財
政
担
当
に
迫
り
ま
し
た
。

総
務
課
長
は
「
担
当
課
と
充
分
協
議
し
た
い
。」 

と
答
弁
し
、
西
澤
議
員
は
、
財
政
の
責
任
者
と
し
て

重
点
配
分
の
立
場
で
臨
む
必
要
を
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

町有地不法占有放置など 

住民監査請求 

準備に入る 
西澤議員らは、町有地不法占有

放置に対する住民監査請求の準備

に入りました。 
請求の概要は、①不法占有を放

置・容認してきた責任として分譲

代金相当額と固定資産税額相当額

を支払わせること。試算によれば、

７ヶ所で約 3,629 万円となりま
す。②無償の町財産委託は法律違

反であり、賃借料相当額を支払わ

せること。 
ただし、11月９日をもって任期
終了となる山本町長に義務が生じ

るかどうか、法律上の判断が残り

ます。が、長期にわたる町民財産

の侵害を放置・容認した責任はま

ぬがれません。 
再三議会で取り上げ、幾つかは

解決しましたが、町民共有財産へ

の侵害は続いています。 
準備が整えば、提出します。 

請求人を募集しています 


